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一
蓉
！
Ψ
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O
＠
車
重
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を
寧
重
φ
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Φ
飢
5
一

支
那
に
論
り
る
天
主
教
の
保
護
擢
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
士
　
矢
　
野
　
仁

（
陣
）
序

言

一

　
支
郡
に
於
け
る
天
際
敏
（
羅
馬
カ
ソ
ジ
ッ
ク
敷
）
の
保
護
権
は
支
那
の
天
主
敷
の
歴
史
に
於
て
極

め
て
重
要
な
問
題
で
、
支
郷
の
典
禮
問
題
ご
合
し
て
一
大
紛
擾
を
宗
語
漏
に
惹
起
し
た
こ
ご
が
あ

る
の
み
な
ら
す
．
佛
蘭
西
が
葡
萄
牙
の
保
護
灌
を
破
り
、
窺
國
の
保
護
擢
を
完
成
せ
む
ご
し
て
苦
心

緯
落
し
た
る
顛
末
、
乃
、
至
最
近
濁
逸
が
膚
國
の
宣
敷
幅
に
封
ず
る
保
護
灌
を
確
立
せ
む
ご
し
て
當

時
三
國
観
血
の
一
弱
る
研
太
利
ご
共
に
活
動
し
、
絡
に
由
東
を
三
分
し
、
南
都
出
東
に
自
警
の
保
謹

槽
を
確
立
し
、
雲
州
溝
占
領
の
素
縫
を
欝
す
に
至
り
た
る
山
來
は
、
外
交
の
歴
史
に
撃
て
も
亦
興
鼻

　
　
館
一
懇
　
　
　
（
二
八
）
　
研
　
究
　
　
醸
　
永
　
の
　
幽
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
二
八

次
即
位
の
盛
典
が
彼
れ
の
一
生
に
於
て
如
何
な
る
勲
績
を
恩
賞
せ
ら
れ
し
も
の
な
・
9
や
は
余

の
窺
ひ
知
る
眼
に
あ
ら
す
．
こ
は
い
へ
、
世
盛
傳
ふ
る
が
如
き
外
・
両
面
擾
の
功
に
依
ら
ざ
b
し
こ

だ
け
は
余
輩
の
信
じ
て
疑
は
ざ
る
．
こ
こ
ろ
な
り
。



あ
る
問
題
で
あ
る
。
我
國
が
支
那
に
代
り
て
志
州
溝
を
蕉
還
占
領
し
た
る
時
に
於
て
此
問
題
を
紹

介
し
て
聯
か
世
人
研
究
の
資
に
供
せ
む
・
こ
す
二
〇
も
必
ず
し
も
徒
爾
の
業
で
は
あ
る
ま
い
．

　
　
　
　
　
　
（
町
陶
）
葡
萄
牙
の
保
護
謹
骸
に
就
て

　
元
摩
支
那
の
天
心
敷
保
護
樺
は
葡
萄
牙
の
出
面
に
凝
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
暦
一
四
五
四
年
全

距
細
亜
の
天
主
漱
保
護
雛
を
以
て
葡
萄
牙
王
に
委
任
し
た
羅
馬
法
王
の
敷
書
は
即
ち
典
淵
源
を

恕
す
も
の
で
あ
る
が
、
支
那
の
如
き
大
國
の
布
敷
纂
業
を
葡
萄
牙
の
動
き
小
國
に
於
て
濁
占
す
る

．
こ
ご
は
、
素
よ
り
馬
力
の
許
さ
や
る
所
で
あ
る
か
ら
、
葡
萄
牙
は
已
む
を
得
す
拳
螺
の
宣
旧
師
に
も

之
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
嫌
に
な
つ
犯
の
で
め
る
が
猶
ほ
此
等
の
宣
立
師
は
外
出
登
前
に
必

ず
ソ
ス
ボ
ン
に
來
て
其
腱
か
ち
葡
萄
牙
王
の
特
許
を
得
て
出
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
云
ふ
こ

ご
に
し
て
、
無
理
に
此
．
特
権
を
維
持
せ
む
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
魯
、
ド
ミ
ニ
ヵ

ン
會
、
ク
ラ
シ
ン
ス
カ
ン
曾
の
如
き
天
主
敷
諸
車
騰
の
宣
激
師
中
に
は
初
よ
り
葡
萄
牙
王
の
特
権

を
認
め
す
、
ジ
ス
ボ
ン
を
経
属
せ
す
、
亜
班
牙
の
新
殖
民
地
7
イ
ソ
ッ
ゼ
ン
島
よ
り
旋
接
に
支
那
に

渡
る
も
の
も
あ
っ
た
．
一
五
八
五
年
頃
法
王
グ
レ
ゴ
ソ
ー
第
十
三
世
は
葡
萄
牙
王
の
要
求
に
依
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヤ
カ
を

支
那
全
労
の
天
主
敷
支
配
椹
を
以
て
葡
萄
牙
王
任
命
の
漢
門
主
敷
に
輿
へ
、
ヲ
ス
ボ
ン
を
纒
由
せ

　
　
第
一
総
　
　
（
二
九
）
　
研
究
　

支
螂
に
於
け
る
天
誰
敏
の
保
護
響
に
就
て
　
　
　
　
　

篤
一
號
　
　
二
九



　
　
第
一
巻
　
　
　
（
三
〇
）
　
　
概
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
喪
敬
の
保
繕
椛
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
〇

す
、
葡
萄
牙
王
の
特
許
を
得
す
し
て
亜
細
亜
に
渡
る
を
禁
ず
る
ご
云
ふ
四
書
を
零
し
沈
が
、
此
等
の
，

宣
轡
師
は
葡
萄
牙
が
其
保
護
樺
の
根
擦
ご
特
め
る
一
四
五
四
年
の
聖
書
は
、
只
だ
葡
萄
牙
王
の
自

力
を
以
て
建
設
せ
る
亜
緯
錦
各
地
の
敷
會
に
封
ず
る
保
護
樫
を
與
ふ
る
の
み
で
、
葡
萄
牙
の
解
聯

す
る
如
く
必
ず
し
も
全
亜
細
亜
の
保
護
纏
を
葡
萄
牙
王
に
輿
ふ
る
も
の
で
無
い
、
叉
グ
レ
ゴ
リ
ー
．

第
十
三
世
の
敷
書
も
、
葡
萄
牙
が
濁
り
亜
細
亜
に
殖
民
地
を
有
し
、
早
雪
印
度
の
航
海
擢
を
濁
占
し

降
る
時
代
に
於
て
必
要
上
登
せ
ら
れ
仁
も
の
で
、
既
に
西
班
牙
、
和
蘭
、
英
吉
利
等
の
墨
筆
が
相
織
て

殖
民
地
を
有
し
、
ヌ
和
蘭
、
英
吉
利
、
佛
繭
西
が
並
に
航
海
に
從
帯
す
る
今
9
に
其
効
力
を
持
績
す
る

も
の
に
増
す
ご
論
じ
て
、
葡
萄
牙
の
保
護
橿
を
承
誌
し
な
か
つ
だ
の
で
あ
る
。
法
王
臆
の
意
見
も
、
葡

萄
牙
王
の
舞
踏
に
依
て
天
主
敷
の
隆
興
を
圖
ら
む
ご
す
る
如
く
．
爆
管
保
護
罐
を
完
戒
す
る
を
中
－

心
悦
ば
ざ
る
が
如
く
、
腰
々
浮
略
し
て
一
定
し
な
か
つ
把
。
然
る
に
一
六
二
二
年
に
至
り
、
法
王
鷹
に

摩
。
｝
峯
u
q
磐
号
男
箆
①
・
部
の
設
立
あ
防
、
法
王
親
ら
海
外
の
布
敷
事
業
を
直
轄
し
、
亜
細
亜
各
地
に
代
理
こ

し
て
く
凶
。
a
凛
凛
。
・
・
匪
書
。
を
任
命
し
、
共
所
管
の
く
闘
8
門
薄
m
も
Q
。
・
舞
宏
○
内
の
覚
書
敷
師
に
命
合
す
る
礎
を
・

輿
へ
む
ご
し
、
一
六
三
〇
年
法
王
ウ
川
バ
ン
第
八
世
は
更
に
グ
ン
ゴ
リ
ー
第
十
三
世
の
敷
書
を
無

用
こ
し
て
之
を
唾
棄
す
る
旨
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
叉
一
六
八
三
年
（
康
煕
二
十
二
年
）
巴
里
に
於

て
墓
督
学
國
以
外
の
所
謂
異
激
徒
に
盟
す
る
傳
道
の
目
的
を
以
て
有
名
な
ソ
鼎
。
。
ω
す
濤
ひ
冨
コ
σ
q
o
お
ω
命
P



．
が
設
立
さ
れ
、
盆
々
葡
萄
牙
王
の
特
灌
を
清
滅
せ
し
む
る
檬
な
傾
向
は
盛
に
な
つ
だ
か
ら
葡
萄
牙

　
　
　
　
マ
カ
オ

王
は
若
し
渓
門
の
叢
濃
（
。
凶
8
豊
認
環
蓉
饗
襟
髪
暑
隷
鷹
野
雛
簸
雛
驚
膿
鰍
罪
饗
轟

釜
善
導
撚
懸
鍔
勲
嘉
事
一
圭
敷
に
し
て
支
那
全
國
の
事
務
を
管
理
す
る
に
力
が
足
ら
な
い
ご

云
ふ
こ
ご
な
ら
ば
自
ら
支
那
を
幾
つ
か
の
叡
感
に
分
ち
、
魚
鋤
敷
を
任
命
す
べ
し
、
法
王
が
葡
萄
牙

王
に
商
量
ら
す
、
直
擾
に
く
8
ρ
即
吟
琶
。
ω
臣
ρ
器
を
派
遣
す
る
は
、
葡
萄
牙
王
の
権
利
を
侵
犯
す
る
行
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
カ
オ

で
あ
る
ご
亡
し
て
法
王
に
抗
議
し
覚
の
で
、
法
王
は
已
む
を
得
す
．
葡
萄
牙
王
に
許
す
に
漢
門
激
滋

の
外
，
胴
に
北
京
南
京
の
二
方
麗
を
設
け
て
．
其
圭
敏
を
任
命
す
る
椹
を
以
て
し
陀
。
葡
萄
牙
王
は
支

那
全
國
は
勿
論
東
京
交
趾
ま
で
も
此
三
敷
輝
を
以
て
管
理
せ
む
ご
す
る
や
、
法
王
は
之
を
許
さ
す

法
王
の
激
擢
に
依
て
、
三
敷
甑
の
範
園
を
定
め

　
　
　
湊
門
敷
騒
　
　
　
　
廣
東
、
廣
西
、
海
南
島

　
　
　
北
京
敷
国
　
　
　
直
隷
、
山
東
、
満
洲

　
　
　
南
京
敷
匿
　
　
　
　
江
南
（
安
徽
、
江
蘇
）
河
南

其
他
の
支
那
各
地
に
於
て
は
法
王
親
ら
≦
§
。
馨
雪
ρ
g
を
任
命
し
、
其
所
管
く
冨
舜
琶
套
ρ
琴
の

敷
務
を
法
王
に
代
て
管
理
せ
し
む
る
ご
云
ふ
こ
ご
に
し
た
。
此
結
果
こ
し
て
中
幅
、
漁
建
、
四
川
の
三

く
8
9
識
§
が
出
來
、

　
　
第
一
磐
　
　
　
（
三
一
）
　
研
　
究
　
　
支
郷
に
於
け
る
天
主
数
の
保
護
櫨
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
策
一
門
　
　
　
一
三



　
　
第
一
巻
　
　
（
三
ご
）
　
研
究
　

支
那
に
於
け
る
天
宴
歌
の
保
護
櫨
に
就
て
幽
　
　
　
　
業
一
箪
　
　
三
二

　
　
　
陳
西
　
≦
。
鍵
葺
　
　
　
応
訴
、
甘
霜
、
由
西
、
湖
北
、
湖
南
、

　
　
　
輻
建
　
／
．
冨
鴨
寓
　
　
　
輻
建
漸
江
，
江
西
．

　
　
　
融
回
廻
　
く
…
舞
ユ
纂
　
　
　
　
四
〔
川
、

血
痕
の
く
長
期
。
ぞ
＄
叶
ξ
門
δ
（
伊
太
利
人
〉
は
法
王
騰
の
｝
、
δ
聴
⑩
琵
〔
㌶
憶
錠
○
よ
り
商
接
に
涙
遣
さ
れ
、
輻
建

の
～
．
㎞
。
婁
。
碧
。
・
。
葺
聖
衆
西
班
牙
人
）
は
ド
ミ
ニ
カ
ン
會
よ
り
、
四
川
の
く
募
冨
巷
議
～
ぎ
（
佛
蘭
西
人
ぽ
巴

里
の
㌶
冨
ご
蒙
驚
舞
鴨
ぎ
切
會
よ
り
涙
遣
さ
る
》
こ
ご
〉
な
っ
た
。

　
此
の
動
く
に
し
て
葡
萄
牙
の
保
護
権
は
殆
ご
支
那
の
牢
分
足
ら
す
に
限
局
さ
る
》
こ
ご
、
な

っ
た
が
、
北
京
の
敷
幅
は
猶
ほ
葡
萄
牙
王
薫
属
し
て
豆
煎
か
ら
，
耶
蘇
會
の
宣
敷
師
が
北
京
に
於
て

繁
榮
し
π
時
も
、
一
七
七
三
年
（
乾
隆
欝
八
年
〉
耶
蘇
曾
が
解
散
さ
れ
、
一
七
八
三
年
（
乾
隆
四
＋
八
年
）
以

後
ラ
ザ
リ
ス
ト
會
の
佛
蘭
西
宣
敷
師
が
之
に
代
る
こ
ご
に
な
つ
臆
面
も
、
凡
て
北
京
の
天
烹
敢
．
宣

敷
師
は
北
京
敷
島
の
葡
萄
牙
圭
敷
の
云
云
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
め
る
。

　
葡
萄
牙
王
の
敷
椹
の
及
び
た
る
三
幅
薩
の
中
、
南
京
激
圖
は
一
七
八
七
年
（
乾
隆
五
・
す
二
年
〉
以
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
カ
ぎ

圭
激
の
任
命
を
毒
す
、
北
京
圭
激
之
を
蓬
任
し
て
、
其
職
務
を
忌
門
に
在
る
ラ
ザ
ヲ
ス
レ
會
の
葡
萄

野
嘗
一
面
師
に
委
任
し
た
る
が
、
一
八
三
八
年
ハ
道
光
十
八
年
）
に
至
り
、
北
京
鼻
髭
蒙
3
・
。
は
南
京
敷
涯
内

蓋
民
の
講
を
容
れ
、
南
京
敷
畷
の
敷
務
を
以
て
之
を
7
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
會
の
伊
太
利
宣
激
師
嗣
貯
。
。
｛



に
附
托
し
．
法
王
亦
河
南
の
激
務
を
南
京
玉
。
癌
よ
り
自
己
の
直
軽
に
移
し
て
一
の
ノ
豪
鼠
纂
こ
な
し

・
之
を
伊
太
利
の
竃
…
切
鉱
9
諺
9
B
陽
夷
。
羅
④
愈
四
心
鞘
管
師
に
與
へ
、
翌
一
八
三
九
∵
年
更
に
山
［
東
の
事
務
を
北
山
尽

敷
癌
よ
り
言
忌
の
直
轄
に
移
し
，
南
京
の
外
務
を
主
宰
し
把
切
琶
を
ノ
．
募
冨
息
。
・
・
三
碧
。
、
こ
し
て
，
之

に
臨
ま
し
む
る
に
及
び
、
河
南
を
失
ひ
た
る
南
京
其
身
の
實
際
の
敷
務
は
蓬
か
に
圃
W
鑑
の
支
配
下

に
立
て
る
復
興
し
た
耶
蘇
會
の
佛
蘭
西
宜
敷
師
に
幽
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
、
だ
か
ら
一
八
五
六
年

（
威
豊
六
年
）
い
よ
ノ
へ
南
京
敷
匿
が
．
腰
さ
れ
、
法
王
直
轄
の
江
南
≦
舞
鴨
葺
が
設
け
ら
れ
．
莫
激
務
が
絡

に
耶
蘇
會
の
佛
機
外
宣
敏
師
に
依
て
行
は
る
、
に
至
り
し
は
巳
む
を
得
ざ
る
蓮
命
で
あ
る
。

　
序
な
が
ら
北
京
激
涯
か
ら
分
れ
た
最
強
の
く
…
o
盆
暮
に
湿
て
は
、
初
め
耶
蘇
曾
の
佛
蘭
酒
宣
敷
師

は
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ソ
會
の
く
冨
剛
お
巷
。
ω
豊
紹
。
切
。
臨
の
支
配
下
に
布
敏
に
從
事
し
た
る
が
、
官
民
の
迫

害
甚
だ
し
く
不
成
功
に
写
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
會
宣
敷
師
が
之
に
代
る
に
至
り
、
始
め
て
成
功
の

緒
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
入
五
年
ハ
光
緒
十
“
年
）
南
山
東
，
北
山
東
に
分
れ
、
南
由
東
の
ノ
、
8
錠
響
拭

猫
逸
宣
誓
師
の
手
に
露
し
、
北
山
東
の
≦
6
鼠
鴛
は
一
八
九
四
年
（
下
緒
二
十
年
）
更
に
北
北
由
葉
、
東
北

山
東
に
分
れ
、
北
嶺
束
は
伊
太
利
の
フ
ラ
ン
シ
ス
ガ
ン
會
細
辛
師
、
東
華
東
は
佛
蘭
質
の
フ
ラ
ン
シ

ス
カ
ン
會
母
数
師
に
凝
し
た
の
で
あ
る
が
、
濁
逸
が
佛
蘭
西
の
宣
韓
紅
に
属
せ
る
東
山
東
の
膠
州

講
を
占
領
す
る
に
及
び
、
濁
佛
二
國
、
㌘
o
冨
σ
q
窪
詠
訪
露
。
及
び
佛
蘭
西
の
く
㎞
＄
貯
ゼ
〔
）
。
・
強
臼
δ
の
問
の
長

　
　
第
一
旛
　
　
　
ハ
三
三
）
　
研
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
主
敏
の
保
護
嫉
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
三



　
　
第
一
懸
　
　
　
（
三
賜
）
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
主
歌
の
保
護
雛
に
総
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
四

き
交
渉
こ
な
り
、
佛
蘭
爾
は
東
由
東
を
猫
逸
に
譲
り
．
其
換
地
を
伊
太
利
に
嵐
せ
る
北
出
東
に
求
む
、

る
こ
ご
》
な
り
て
局
を
結
だ
の
で
め
る
、

　
北
京
敷
居
は
面
壁
を
失
っ
た
ば
か
り
で
な
く
既
に
先
導
講
洲
も
失
っ
て
埋
る
。
即
ち
一
八
三
八

年
に
満
洲
は
一
の
．
〆
．
蒼
鴨
馨
．
こ
な
り
、
巴
里
の
屋
。
。
下
口
。
二
等
洪
葺
α
q
黛
霧
瓜
讐
の
下
竪
西
宣
敏
師
は
く
囲
Ω
憂
。
竃
○

。。

ｦ
｛
養
。
こ
し
て
、
法
王
に
代
り
て
鍋
敷
務
を
管
理
す
る
に
至
つ
π
の
て
あ
る
。

　
＝
八
三
八
年
菰
京
敷
簸
の
葡
萄
牙
主
意
℃
冨
の
の
死
す
る
に
及
び
、
久
し
く
後
任
者
の
任
命
を
見

す
．
法
王
は
此
時
に
蘂
じ
．
う
る
さ
い
葡
萄
牙
の
保
護
樺
を
破
ら
む
ご
し
、
北
京
敷
涯
を
馨
し
て
之
を

一
の
≦
Ω
三
霧
こ
な
し
、
卜
、
ぎ
山
の
死
後
北
京
激
薩
の
激
務
を
葉
理
し
た
る
葡
萄
牙
宣
敷
師
（
凝
浜
鴨
○
を

以
て
共
ノ
M
圃
。
鋒
。
ζ
○
訴
豊
器
た
ら
し
め
む
ご
し
π
る
が
．
∩
餌
。
。
門
δ
は
葡
萄
、
二
王
の
任
命
に
興
す
し
て

之
に
就
職
す
る
を
要
せ
す
、
法
王
ぱ
一
八
三
八
年
以
寒
蒙
古
の
／
．
菟
凶
雛
p
鷲
硫
琴
署
。
た
り
し
ラ
ザ
ジ

ス
ト
會
の
佛
薦
西
宣
敷
師
罵
雲
ぞ
を
し
て
拗
志
せ
し
め
し
も
、
絡
に
之
を
起
た
し
む
る
能
は
す
、
巳

む
を
得
す
一
八
四
八
．
年
（
東
光
二
十
八
年
）
竃
。
靴
団
を
く
す
昏
O
巷
O
簿
憂
琶
に
任
じ
て
茎
激
．
務
を
粒
ら

し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
載
京
の
激
務
は
名
實
共
に
全
く
葡
萄
茸
を
離
れ
て
佛
蕊

護
宣
敷
師
の
手
に
露
す
る
こ
ご
濾
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
み
か

　
此
の
如
く
南
京
北
京
の
二
野
獲
は
縮
縫
で
葡
萄
牙
の
敷
擢
を
離
れ
、
纏
か
に
閉
門
の
岬
敏
、
擁
の



（
憲
）
佛
蘭
西
の
保
護
鞭
に
就
て

　
佛
繭
西
の
保
護
樫
に
就
て
は
甚
だ
複
全
し
た
る
淵
ハ
慰
め
り
て
、
蘇
れ
を
簡
短
に
論
越
す
る
は
頗

る
難
事
た
り
．
十
七
世
紀
の
中
頃
法
王
は
一
、
註
⇔
等
三
入
の
佛
，
繭
．
西
入
の
圭
敷
を
提
羅
、
象
京
、
支
那
の

く
凶
∩
簿
汀
。
・
℃
。
。
。
無
　
蓉
．
こ
し
て
涙
遣
し
た
る
こ
ご
あ
り
。
こ
れ
は
醜
に
佛
薦
薩
政
府
が
佛
薗
禰
の
宣
敷

　
　
第
一
巷
　
　
（
三
五
）
　
研
究
　

支
那
に
於
け
ろ
天
黙
敬
の
保
護
纏
に
就
て
　
　
　
　
　
㌶
一
號
　
　
三
五

み
葡
萄
牙
の
布
敷
地
．
こ
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
が
、
此
洩
門
の
敷
匠
も
最
初
の
管
轄
縄
域
を
完
う

す
る
能
は
す
、
一
八
四
八
年
無
…
光
二
十
八
年
）
廣
吏
、
廣
西
は
海
南
島
ご
共
に
渓
門
敷
津
よ
り
離
れ
て

法
王
直
轄
の
ノ
N
藁
三
舞
・
こ
な
り
、
巴
里
の
暴
鼠
。
墓
｛
属
銘
u
q
ウ
門
聖
愈
に
零
す
る
こ
．
こ
濾
な
っ
た
か
ら
、
名
鈴

窃
欝
漢
門
に
限
ら
る
》
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
海
南
島
は
二
八
七
六
年
ハ
光
隷
二
年
〉
轟
び
葡
萄
牙
宣

敷
蝉
の
管
理
に
窪
し
．
襖
門
主
歌
の
支
配
下
に
立
つ
た
が
、
葡
清
瀬
約
は
末
だ
締
結
せ
ら
る
、
に
至

ら
す
．
海
南
島
に
於
け
る
宣
激
師
，
は
異
端
に
葡
萄
牙
の
保
護
を
受
く
る
こ
．
こ
能
は
ざ
る
、
賦
態
に
め

り
．
此
の
如
く
圃
晦
支
那
全
顧
に
及
び
た
る
葡
萄
牙
の
保
護
礎
は
漸
次
康
滅
し
て
僅
か
に
共
衰
頽

せ
る
噴
門
殖
民
穂
に
於
て
徐
喘
を
賑
つ
有
媛
こ
な
り
、
一
八
六
二
年
（
恥
掻
元
年
）
の
葡
溝
未
批
准
條

約
に
於
て
も
葡
萄
牙
は
昔
時
の
保
護
鰹
を
興
復
せ
む
、
こ
し
た
形
跡
す
ら
党
む
る
こ
、
し
が
出
摩
な

い
。



　
　
獄
汐
　
一
　
巻
　
　
　
　

（
三
六
）
　
　
　
研
　
　
窄
岬
　
　
支
那
に
於
砕
り
縛
わ
冨
八
主
翼
の
・
保
灘
曜
纈
に
「
就
r
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
篁
　
一　

ﾚ
伽
「
　
　
　
　
一
二
轟
ハ

師
・
こ
カ
を
含
せ
葡
萄
、
牙
の
保
護
椹
を
破
ら
む
ご
し
て
法
．
王
寺
に
運
動
し
た
結
果
だ
こ
云
ふ
こ
ご

で
あ
る
。
佛
薦
西
王
H
b
鉱
笛
第
十
警
世
は
囲
b
δ
＝
鴨
9
。
『
無
一
窪
の
繕
あ
り
、
東
欧
に
於
け
る
天
圭
敷
発

体
の
保
護
者
こ
し
て
、
當
．
瞬
．
芸
人
も
其
携
利
を
雫
ふ
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
耶
蘇
曾
の

べ
〃
ヂ
ツ
ク
出
旦
引
駿
師
く
9
驚
。
殊
（
南
…
嬢
購
仁
）
が
北
議
黙
よ
り
欧
羅
巴
に
逡
つ
た
課
心
捨
旧
な
畿
日
田
臓
に
麟
勤
か
さ
れ

支
郡
に
於
け
る
天
主
敷
の
磨
滅
を
救
は
む
ご
し
、
∩
集
）
。
冨
回
b
5
・
。
凶
・
・
等
を
し
て
霊
力
せ
し
む
る
所
あ

り
、
始
め
て
耶
蘇
禽
の
選
考
西
翌
翌
師
を
支
那
に
．
迭
つ
た
の
で
あ
る
。
有
名
な
琴
　
ぎ
9
銘
○
さ
（
甲
。
號
び
蕩
§
・

切
宕
く
魯
β
。
0
9
琢
9
＜
藍
鼻
蔦
等
の
支
郷
に
渡
っ
た
の
は
此
の
時
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
支
郡
に
於
け

る
佛
藤
颪
の
保
護
樺
の
種
子
、
し
構
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
然
し
佛
蘭
西
が
支
那
に
於
け
る
天
主
敢

の
保
護
樺
を
獲
得
す
る
に
著
て
、
乱
闘
確
か
な
意
識
を
持
つ
襟
に
な
っ
た
の
ば
、
一
八
四
四
年
（
滋
滝

ニ
ナ
四
年
）
の
二
型
條
約
に
始
ま
る
ご
云
ふ
て
よ
い
。
英
吉
利
の
一
八
四
二
年
（
溢
光
二
十
二
年
）
に
結

む
だ
南
京
條
約
に
は
、
片
三
滋
隻
句
、
も
墓
督
澱
に
關
す
る
こ
、
こ
は
な
い
。
英
書
利
は
只
留
鳥
野
上
の
利
盆

を
麟
る
に
專
ら
ヒ
し
て
、
宗
敷
土
の
利
害
の
動
き
．
毫
も
賑
中
に
無
か
っ
た
こ
ご
は
分
る
，
そ
れ
で
も

英
吉
利
の
宣
敷
師
は
南
開
條
約
に
依
て
上
海
等
の
五
港
が
鵜
放
せ
ら
る
、
結
果
、
布
敷
上
非
常
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

便
宜
を
得
ら
れ
。
プ
p
テ
ス
タ
ン
ト
敷
興
隆
の
時
期
を
腸
く
で
あ
ら
う
ご
云
ふ
て
、
ひ
ざ
く
喜
む
だ

も
の
で
あ
る
．
合
衆
國
が
一
八
四
四
年
に
結
む
だ
望
獲
條
．
約
に
は
基
督
激
の
爲
め
に
、
清
國
を
し
て



五
港
に
於
て
敷
堂
墓
地
を
亡
く
る
右
利
を
認
め
し
め
た
だ
け
で
あ
る
が
、
猫
り
佛
藤
西
の
黄
捕
條

約
に
は
、
五
港
に
於
、
て
激
堂
を
驚
く
る
灌
利
は
勿
論
、
五
港
以
外
に
於
て
莫
附
近
一
定
の
限
界
を
除

く
の
露
原
期
．
こ
し
て
遊
歴
す
二
〇
を
禁
ぜ
ら
れ
て
居
る
が
、
若
し
禁
を
犯
し
て
難
限
界
以
外
に
議
で

蟻
ん
で
、
内
地
に
入
込
む
漕
が
あ
っ
て
も
．
支
書
入
は
之
を
瞳
打
傷
害
、
虐
待
し
て
は
な
ら
爵
、
之
を
皐

駕
し
て
最
寄
佛
蘭
蕩
領
事
に
眉
渡
す
櫓
べ
し
ご
云
ふ
廉
潔
を
存
し
て
居
る
。
無
慮
、
醤
の
全
継
募
讐
§

停
が
初
め
よ
り
宣
長
雨
を
保
護
せ
む
ご
す
る
考
を
抱
扇
、
・
此
條
項
を
惣
へ
た
も
の
で
．
佛
清
貿
易
の

微
々
．
こ
し
て
振
は
ざ
る
有
様
か
ら
考
へ
て
も
、
通
常
の
貿
易
商
人
の
利
・
盆
を
囲
ら
む
．
じ
の
考
に
爵

で
た
も
の
で
な
い
こ
ご
は
畷
か
で
あ
る
、
困
・
粗
画
零
。
は
溝
國
の
憂
灌
蕎
英
に
心
懸
す
る
に
、
清
國
人

民
に
天
圭
激
を
信
奉
す
る
こ
．
こ
を
禁
じ
控
る
上
論
撤
岡
の
上
奏
を
以
て
し
、
共
結
果
一
八
四
四
年

（
滋
光
二
十
気
温
）
溝
國
人
民
の
天
主
敷
を
信
奉
す
る
禁
は
解
か
る
、
に
至
つ
お
。
外
語
の
宣
敷
師
が

清
浄
の
内
地
に
入
込
て
．
霧
激
す
る
こ
ご
は
表
面
上
禁
園
ら
れ
て
居
る
も
清
塵
入
民
は
天
主
敷
を

信
奉
す
る
こ
、
蔦
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
．
古
語
に
於
て
は
外
血
忌
激
師
の
内
地
布
敷
が
獣
認

さ
れ
把
結
果
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
滑
る
嘆
2
8
が
此
の
如
く
紙
鳶
敷
の
矯
め
に
瀧
癒
し
た
る
理
由

は
、
共
議
一
等
書
記
官
こ
し
て
H
・
お
鴨
2
8
を
助
け
た
d
、
露
環
8
三
が
＝
八
六
六
年
の
両
世
界
評
論

難
誌
に
公
に
し
て
居
る
駈
に
与
る
ご
佛
蘭
酉
は
商
業
上
に
於
て
英
吉
利
ご
競
璽
が
出
來
な
い
か

　
　
第
一
懸
　
　
（
三
七
）
　
概
究
　
支
那
に
於
け
る
天
誰
薮
の
保
護
縫
に
就
て
　
　
　

第
一
號
　
三
七



　
　
第
　
一
巻
　
　
　
（
三
八
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
ろ
天
主
敢
の
保
護
欝
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
八

ら
、
宣
敷
砂
の
保
謬
擢
を
得
て
政
治
上
の
利
盆
を
下
め
、
以
て
英
吉
利
に
封
抗
せ
む
ご
し
陀
も
の
で

誉
英
に
約
す
る
に
清
國
が
再
び
英
吉
利
の
兵
を
被
ぶ
る
傷
合
に
、
佛
繭
函
は
清
國
を
暴
く
べ
し
ご

の
約
束
を
以
て
し
，
依
、
て
其
心
を
動
か
し
、
天
主
激
の
強
め
に
尊
重
輿
を
得
る
に
至
っ
た
こ
云
ふ
二

　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ご
で
あ
る
（
ρ
轟
Q
螢
虚
ご
T
o
江
2
副
剛
霊
界
。
議
鍵
ド
博
§
）
。
そ
れ
は
國
褥
興
。
象
。
一
己
の
意
見
で
あ
っ
た
”

か
．
そ
れ
こ
も
政
府
の
内
職
に
依
つ
控
も
の
か
、
覇
か
で
な
い
が
、
・
一
景
憲
喫
驚
露
O
篤
く
δ
秩
。
の
説
で
は

回
拙
讐
窪
魯
は
本
國
よ
り
何
等
の
内
一
訓
を
受
け
な
か
っ
た
こ
云
ふ
こ
、
蔦
で
あ
る
。
一
八
四
六
年
（
滋
光
二

十
六
年
）
の
王
諭
も
養
英
の
奏
、
請
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
康
煕
年
閥
各
省
に
建
立
せ
ら
れ
．
共
後

天
圭
漱
の
冷
害
の
時
代
に
没
牧
さ
れ
把
鐘
堂
を
、
佛
寺
民
家
こ
な
つ
強
も
の
を
除
き
．
凡
て
其
地
方

の
信
徒
に
還
附
す
べ
し
，
天
圭
敷
を
信
奉
す
る
良
民
を
濫
り
に
盤
禁
ず
る
地
方
官
に
は
相
賞
の
庭

罰
を
触
ふ
べ
し
．
こ
云
ふ
上
諭
で
、
矢
張
り
同
鄭
σ
q
義
誉
の
蓄
英
に
説
い
た
結
果
で
あ
る
こ
ご
は
駆
か

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
然
し
宣
豪
富
の
内
地
布
敷
は
偽
許
さ
れ
た
諜
で
な
い
、
内
地
人
民
が
天
主
敷
を
信
奉
す
る
を
許

さ
れ
た
の
で
、
之
を
奮
撰
す
る
宣
敷
師
が
有
っ
て
．
始
め
て
之
を
信
奉
す
る
人
民
が
あ
る
謬
で
あ
る

か
ら
、
閥
接
に
船
倉
師
の
内
地
布
敷
が
細
分
さ
れ
た
も
の
こ
解
騨
せ
ら
る
、
に
渦
…
ぎ
な
い
の
で
め

る
。
然
る
に
こ
れ
が
公
許
さ
る
》
こ
．
こ
に
な
っ
た
の
も
矢
張
り
佛
繭
西
の
功
夢
に
鋸
す
る
の
で
あ



る
。
一
八
五
八
年
（
威
豊
八
年
）
の
佛
渚
天
津
條
約
．
一
八
六
〇
年
（
威
豊
十
年
）
の
海
景
北
京
條
約
は
支
那

の
天
主
敷
の
歴
史
に
於
て
頗
る
重
要
な
條
約
で
あ
る
ご
共
に
、
實
に
佛
蘭
瞬
の
保
護
樺
の
基
礎
を

築
い
仁
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
八
年
の
英
清
天
津
條
約
に
も
、
血
豆
敷
の
宣
敷
師
及
び
信
徒
は
清
國

幽
舞
憲
の
保
護
を
受
け
る
こ
、
じ
が
出
凍
る
襟
に
な
っ
て
居
り
、
典
座
十
一
條
に
は
英
吉
利
人
は
開
港

霧
に
於
て
居
住
し
、
家
屋
を
賃
借
し
購
買
し
、
叉
土
地
を
賃
借
し
敷
堂
、
病
院
、
墓
地
を
設
け
る
こ
ご
が

病
家
る
襟
に
書
い
て
め
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
第
十
二
條
に
は
胴
港
塩
に
於
て
も
、
又
他
の
瘍
灰
に

於
て
も
、
英
吉
利
人
は
家
屋
、
倉
庫
、
敷
堂
、
病
院
、
墓
地
を
設
け
る
こ
ご
が
出
來
る
膿
に
書
い
て
め
る
。
開

港
塙
だ
け
の
意
昧
な
ら
ば
．
何
も
其
奴
め
に
二
條
を
設
け
て
、
同
じ
こ
ご
を
二
度
も
繰
返
す
必
要
が

無
い
筈
だ
か
ら
．
第
十
二
條
の
開
港
蕩
或
は
他
の
飯
盛
、
支
那
文
の
『
各
上
溝
各
地
方
』
英
文
の
〔
纂
夢
。

℃
○
諺
○
戦
㌶
○
筈
9
℃
冠
。
窮
〕
は
開
港
蕩
或
は
開
港
場
以
外
清
國
内
地
の
各
地
方
ご
云
ふ
意
昧
に
取
ら

れ
ぬ
こ
ご
は
な
い
が
、
英
吉
利
全
椹
『
〇
三
二
σ
q
ε
は
Q
筈
黛
三
p
8
ψ
は
開
港
場
以
外
内
地
の
各
地
方
ご

云
ふ
意
味
で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
．
面
痩
附
近
の
黄
楠
，
上
海
附
近
の
古
塁
、
天
津
附
近
の
太
沽
ご

云
ふ
積
り
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
ご
宣
言
し
丸
。
だ
か
ら
英
吉
利
の
天
雛
條
約
は
内
地
の
居
佳
、
内

地
に
於
け
る
土
地
家
屋
の
所
有
を
許
し
た
も
の
で
は
な
い
。
内
地
の
布
敷
も
宣
直
覧
の
資
格
を
以

で
せ
す
、
普
遍
の
英
吉
利
入
こ
し
て
、
普
通
の
遡
行
券
を
以
て
内
地
を
量
産
す
る
序
、
布
激
す
る
に
差

　
　
第
一
巻
　
　
　
（
三
九
）
　
　
研
　
炎
　
　
支
那
に
於
け
る
天
六
敏
の
保
護
樒
に
就
て
　
　
　
　
、
　
　
翔
一
軍
　
　
　
三
九



　
　
第
一
餐
　
　
　
（
四
〇
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
蚕
赦
の
保
護
擁
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
岡
○

支
は
無
い
が
、
永
く
一
地
方
に
居
住
し
て
布
敷
に
從
介
す
る
こ
ご
は
出
來
な
い
こ
ご
に
な
っ
て
居

る
。
一
八
六
〇
年
の
英
清
北
京
翻
意
に
は
金
離
基
督
敷
に
一
催
す
る
條
項
は
無
い
。

　
然
る
に
清
佛
天
津
篠
約
に
は
、
佛
薗
西
の
公
使
或
は
領
事
か
ら
褒
給
し
て
、
清
國
地
方
官
の
讃
印

を
受
け
ね
る
族
行
券
を
携
へ
て
清
幽
内
地
に
布
激
す
る
宣
敷
師
は
清
國
官
憲
の
完
全
な
保
護
を

受
け
る
権
利
が
あ
る
こ
ご
を
立
涙
に
規
定
し
て
あ
る
。
第
十
二
條
は
支
那
の
正
文
、
し
佛
蘭
醤
の
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
ご
違
っ
て
居
っ
て
、
支
那
交
に
は
只
だ
逓
商
通
口
地
方
に
於
て
佛
繭
．
画
人
の
所
有
す
る
家
屋
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　

産
の
不
可
侵
を
言
ふ
て
あ
る
が
、
佛
繭
爾
文
に
ば
聰
く
支
那
帝
面
内
に
於
て
佛
繭
西
入
に
麟
す
る

一
切
の
財
産
の
不
可
侵
を
保
障
し
て
め
る
。
即
ち
佛
蘭
西
文
に
擦
る
．
・
｝
、
愛
蘭
西
人
は
支
郵
帝
趨
内

に
於
て
財
産
所
有
擁
が
あ
る
榛
に
解
鐸
が
爵
翻
る
の
で
あ
る
。
各
條
約
正
文
の
文
義
解
聯
を
異
に

す
る
時
は
墨
縄
羅
文
に
擦
る
べ
き
規
定
で
あ
る
か
ら
、
此
條
文
も
大
に
佛
蘭
暫
の
天
主
敷
宣
敢
師

に
利
盆
を
輿
へ
た
も
の
で
あ
る
。

　
然
し
天
津
條
約
の
此
．
等
の
條
頂
よ
り
更
に
大
切
な
條
項
は
、
一
八
六
〇
年
の
北
墓
．
條
約
纂
六
條

で
天
主
激
の
迫
害
蒔
代
に
天
主
敷
徒
よ
り
浸
牧
さ
れ
た
宗
敷
及
び
慈
善
を
爲
的
こ
せ
る
建
造
物

は
、
附
騰
の
士
地
及
び
建
造
物
ご
共
に
道
光
二
十
六
年
ハ
一
八
四
六
年
〉
の
上
論
の
旨
に
随
ひ
原
所
有

者
に
還
附
さ
る
押
、
く
、
且
つ
莫
還
附
さ
る
》
時
に
は
佛
蘭
西
公
使
の
手
を
纏
べ
し
ご
云
ふ
規
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡



・
あ
る
。
こ
》
ま
で
は
支
那
文
も
翌
翌
面
文
も
大
志
同
雛
で
め
る
が
、
支
那
交
に
は
此
外
に
佛
蘭
西
文

に
無
い
鯨
計
な

　
　
並
任
法
國
傳
敷
士
在
各
省
租
買
田
地
建
造
自
愛

ご
云
ふ
一
句
が
附
加
さ
れ
て
あ
る
．
即
ち
佛
蘭
西
翠
敷
師
は
清
國
の
各
省
に
於
て
土
地
を
賃
借
購

買
し
、
嫉
む
所
に
騰
て
激
堂
家
屋
を
建
築
す
る
を
得
る
ご
云
ふ
一
句
で
徐
り
重
要
な
断
岸
の
な
い

句
な
ら
ば
、
ご
う
で
も
よ
い
が
非
常
に
重
大
な
利
盆
を
外
帯
宣
敷
師
に
輿
ふ
る
贋
の
實
に
容
易
な

ら
ぬ
句
で
、
此
の
如
き
一
句
が
支
那
文
の
み
に
在
る
ご
云
ふ
事
は
怪
事
．
こ
云
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
露
。

O
竃
N
O
⇔
や
切
○
亀
な
ざ
の
書
に
擦
る
ご
、
こ
れ
は
條
約
締
結
の
際
、
佛
導
出
全
樺
○
δ
ρ
男
の
麺
課
に

當
つ
た
某
宣
下
師
が
9
0
ω
に
知
ら
せ
す
に
秘
密
に
附
加
し
槌
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
が
、
果
し
て
然

り
．
こ
す
れ
ば
．
随
分
罪
の
深
い
悪
戯
で
、
不
縛
こ
も
何
こ
も
言
ひ
襟
が
無
い
、
そ
れ
で
は
布
激
も
栂
も

あ
っ
鷺
も
の
で
は
な
い
が
然
し
佛
清
天
津
條
約
の
第
三
條
に
明
か
に
佛
蘭
竪
文
を
以
て
蕉
本
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
す
べ
き
こ
ご
を
規
定
し
て
あ
る
か
ら
、
佛
蘭
西
陽
に
な
く
し
て
支
那
文
の
み
に
あ
る
異
な
此
一

句
は
固
よ
り
無
効
の
筈
で
、
清
華
政
府
は
之
に
抗
議
す
べ
き
十
分
の
理
由
を
有
し
た
る
に
拘
ら
す

初
め
の
間
は
氣
が
附
か
す
、
氣
が
附
く
様
に
な
っ
て
も
抗
議
し
な
か
つ
把
。
銀
9
き
μ
（
跨
9
能
。
鼠
Ω
〆

凝
望
）
に
、
支
那
文
ご
黒
部
西
文
の
違
っ
て
居
る
こ
ご
を
誰
が
総
理
衙
門
に
注
意
し
た
も
の
か
、
欝
分

　
　
第
一
巻
　
　
　
（
四
一
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
主
欲
の
保
護
構
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
寵
濯
一
州
　
　
　
四
一



　
　
第
一
懸
　
　
　
（
鮒
一
一
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
竈
敏
の
保
護
．
犠
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
二

が
総
理
衙
門
の
要
求
に
癒
じ
て
春
蘭
西
文
を
翻
幽
し
、
之
に
擦
る
の
．
利
盆
を
明
か
に
し
た
る
時
に

至
て
も
、
支
那
人
、
し
し
て
佛
蘭
西
文
に
糠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
圭
、
張
さ
れ
た
義
理
で
な
い
ご
言

．
て
抗
議
し
な
か
っ
た
、
こ
云
ふ
こ
ご
を
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
で
皮
肉
瀬
は
押
し
通
し
て
仕
舞
て
、
此
一

句
は
宣
敷
幅
を
保
護
す
る
金
城
鐵
面
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
津
條
約
は
族
宥
券
を
携
へ
て
清
國

内
地
に
布
敷
す
る
海
南
師
の
保
護
を
約
し
た
の
み
で
、
宣
敷
師
の
内
地
に
土
地
家
屋
を
駈
有
し
．
定

佳
し
て
布
敷
す
る
灌
利
ば
之
を
認
め
て
な
い
。
北
京
無
風
の
支
那
文
の
此
一
句
に
至
っ
て
之
葱
認

む
る
こ
．
こ
に
な
っ
た
。
一
轍
外
曲
人
は
今
日
で
も
支
那
の
内
地
に
於
て
意
地
を
駈
有
す
る
鍵
利
は

認
め
ら
れ
て
居
な
い
。
始
め
て
今
度
の
目
支
新
條
約
に
依
て
縛
本
入
は
灘
洲
に
於
て
商
組
樺
を
得

る
こ
ご
に
な
っ
た
露
な
次
第
で
あ
る
が
、
嘗
…
葺
師
だ
け
は
例
外
で
既
に
北
京
七
二
の
當
時
か
ら
内

．
地
に
於
て
土
地
を
購
買
賃
輸
す
る
こ
ご
が
繊
來
た
謹
で
あ
“
る
、

　
事
後
一
八
六
五
年
目
閉
治
四
年
）
に
佛
藤
西
は
叉
有
名
な
㎞
諭
総
門
9
ご
×
條
約
を
結
で
天
主
敷
の
利
猛

を
縫
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
絡
理
篇
門
の
佛
露
頭
公
使
浄
巳
姦
婦
噸
鋸
書
信
の
形
式
に
な
っ
て

居
て
、
塒
．
原
佛
動
画
の
宣
敷
師
が
支
那
の
内
地
に
於
て
土
地
を
購
買
せ
む
ご
す
る
蕩
合
に
は
喪
渡

讃
書
中
に
責
主
命
は
莫
、
勝
富
士
地
家
屋
を
以
て
共
地
方
天
瀬
敷
會
の
公
産
こ
し
て
嚢
渡
し
た
る

旨
を
記
劃
す
る
を
以
て
足
れ
り
こ
し
、
寡
圭
こ
し
て
宣
尊
師
或
は
信
徒
の
．
名
を
記
入
す
る
を
要
せ



ギ
“
る
事
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
｝
w
。
唇
§
）
，
は
北
京
車
馬
第
六
條
支
那
文
の
み
に
あ
る
不

含
法
な
句
に
捨
て
宣
敷
師
の
士
地
家
屋
研
有
．
権
が
保
障
せ
ら
る
》
を
欲
せ
す
．
叉
土
地
家
屡
の
所

有
に
附
し
て
、
毎
に
地
方
の
紛
議
を
冷
す
の
桝
な
る
を
以
て
之
を
避
く
る
爲
め
條
約
の
朋
文
こ
な

す
を
必
要
な
り
こ
し
協
商
を
重
ね
此
約
を
、
爲
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
O
O
鷲
臼
窪
は
共
外
交
史
に
北

京
條
約
臨
六
條
の
支
那
文
を
謹
載
し
な
が
ら
．
地
響
繭
難
文
ご
異
っ
て
居
る
こ
、
こ
に
就
て
は
何
等

の
批
評
を
加
へ
す
し
て
、
天
主
敷
の
纏
害
時
代
に
再
生
敷
徒
よ
ゆ
浸
牧
さ
れ
た
土
地
建
物
等
を
源

所
、
有
者
に
還
附
す
る
、
こ
云
ふ
第
六
條
の
條
文
を
文
字
通
り
に
實
宥
す
る
こ
．
し
》
な
ら
ば
、
髪
賊
の

織
に
湿
て
匿
に
非
常
の
愛
野
を
受
け
た
支
那
の
士
地
蜂
織
を
、
更
に
新
に
破
竣
す
る
ご
云
ふ
騒
擾

を
演
じ
た
伊
け
れ
ば
な
ら
銀
。
こ
れ
は
決
し
て
北
京
條
約
の
縫
的
で
無
い
、
、
叉
之
を
興
行
す
る
結
果
，
支

那
の
土
地
財
産
に
葬
當
の
憂
動
を
起
し
殆
ん
ご
掠
奪
同
襟
の
有
婦
を
灯
す
べ
く
．
縦
倉
之
が
爲
め

の
天
主
敷
會
の
物
質
上
の
寓
は
聡
し
て
も
、
其
崇
高
な
目
的
性
質
を
有
す
る
布
敷
事
業
を
累
す
る

こ
ご
、
な
る
が
故
に
、
佛
蘭
西
は
之
を
實
行
ず
る
こ
ご
を
願
は
な
い
。
佛
繭
西
の
獄
的
は
軍
に
宣
敷

師
の
爲
め
に
布
敷
の
、
梗
宜
を
囲
る
に
在
る
。
敷
幅
、
墓
地
、
馬
脚
、
孤
塁
院
を
建
つ
る
に
必
要
な
敷
地
を

得
る
を
以
て
足
れ
り
こ
す
る
の
で
あ
る
。
聾
敷
、
地
を
得
る
．
に
し
て
も
、
之
を
宣
敷
師
の
螢
利
の
目
的

物
牝
ら
し
め
す
、
是
非
宗
敷
の
目
、
的
に
副
は
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
勝
て
土
地
を
得
る
こ
、
斗
は
必

　
　
第
門
巻
　
（
四
三
）
　
研
究
　
支
那
に
於
け
る
天
主
敏
の
保
謹
轍
に
就
て
　
　
　

第
一
號
　
四
三



　
　
第
一
懸
　
　
　
（
四
四
）
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
生
敏
の
保
談
癖
に
観
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
四

要
な
る
も
、
之
を
一
人
の
宣
琴
師
潜
く
は
信
徒
の
名
義
に
於
て
所
有
す
る
は
宜
し
か
ら
す
、
須
ら
く

其
地
方
天
主
激
會
の
公
産
、
こ
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
す
、
こ
れ
が
厨
の
9
筈
O
p
曙
條
約
の
華
華
元
理
由
で
あ
る

ご
、
尤
も
ら
し
い
説
明
を
試
み
て
居
る
。

　
そ
れ
は
兎
も
角
こ
し
て
此
守
簿
ぎ
諺
｝
・
條
約
に
一
の
重
要
な
規
定
即
ち
土
地
家
屋
の
壷
買
は
之

を
地
方
官
に
報
号
す
る
か
、
報
勝
す
る
に
し
て
も
、
契
約
後
に
報
渇
す
る
か
等
の
問
題
に
就
て
の
規

定
を
敏
い
て
居
り
、
叉
此
手
約
を
各
省
、
逡
、
府
縣
に
於
て
公
布
す
ご
云
ふ
約
束
が
蛮
円
い
て
無
か
つ
ね

か
ら
之
が
公
布
さ
れ
な
い
地
方
も
多
く
、
愁
布
さ
れ
た
地
方
で
も
地
方
富
が
果
し
て
此
費
買
契
絢

に
罪
し
て
其
地
方
の
人
民
は
凡
べ
て
異
議
が
無
か
っ
た
か
．
こ
云
ふ
こ
ご
に
就
て
調
査
を
命
じ
、
調

査
の
結
果
は
殆
ご
異
議
が
無
か
っ
た
こ
云
ふ
蕩
合
は
珍
ら
し
い
の
で
、
野
際
に
於
て
土
地
家
燈
の

責
買
契
約
が
出
來
て
も
、
地
方
宮
の
承
認
許
可
を
得
る
こ
ご
が
出
忍
な
い
ご
云
ふ
有
襟
で
あ
っ
た

折
角
の
嗣
W
。
孟
姦
3
・
解
約
も
殆
ざ
無
効
に
露
し
た
の
で
あ
る
が
、
歴
代
の
佛
，
嘗
胆
羅
使
は
．
曲
閾
典
を

補
ふ
が
爲
め
に
畿
方
を
怠
ら
す
、
一
八
八
二
焦
三
光
緒
二
年
〉
』
ご
養
・
u
o
公
檸
…
．
の
時
、
㌫
只
鹿
子
書
を
地
方
撫
鵜

に
提
示
す
る
事
も
、
地
方
官
の
強
査
を
受
け
莫
幽
界
を
得
る
黒
め
税
金
を
営
む
る
事
も
契
約
済
の

後
．
即
ち
所
有
外
野
轄
の
後
で
差
支
が
無
い
．
・
一
云
ふ
絡
理
術
門
の
承
諾
を
得
．
一
八
九
四
年
（
光
緒
二

十
年
）
一
八
九
五
年
（
光
緒
二
十
一
年
）
9
一
舜
三
公
使
は
総
埋
衙
門
に
迫
り
、
天
主
敷
會
の
同
W
舞
腎
ヨ
図
條
’



約
に
依
て
購
買
し
た
る
士
地
家
屋
の
端
記
貌
は
、
購
買
後
清
律
例
規
定
の
峯
に
進
て
交
納
し
、
費
買

契
約
に
際
し
費
圭
は
豫
め
業
意
を
地
方
官
に
報
明
し
て
承
認
を
受
．
く
る
の
義
務
な
き
こ
ご
を
承

諾
せ
し
め
、
叉
同
ζ
渉
。
ξ
、
條
約
の
公
布
を
約
せ
し
め
た
。

　
此
外
切
。
囲
三
ざ
紀
2
μ
公
使
の
時
．
一
八
六
一
年
（
滅
豊
十
一
年
）
一
八
六
二
年
号
治
元
年
）
総
理
締
門
に

交
渉
し
、
信
徒
の
地
方
赫
榊
、
演
戯
、
婁
禽
、
蝿
香
等
の
費
用
に
封
ず
る
負
澹
を
公
度
せ
し
め
、
叉
地
方
富

を
し
て
信
徒
ご
隠
亡
の
闇
の
贋
謂
民
敷
交
渉
事
魯
を
摂
理
す
る
に
際
し
て
偏
頗
の
庭
概
な
か
ら

し
め
、
宣
命
師
を
特
別
優
待
し
・
莫
正
親
な
要
求
に
謁
し
て
は
遅
滞
な
く
公
論
の
慮
置
を
執
ら
し
む

る
こ
、
し
の
同
意
を
得
、
論
結
渠
一
八
六
一
年
一
語
豊
十
一
年
ご
入
六
二
年
〔
圃
治
元
年
）
の
土
講
，
一
一
八
六
－

二
年
（
同
治
元
年
）
の
恭
親
王
諭
輩
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
此
の
如
く
滋
藤
弼
は
一
八
四
槻
年
の
黄
瀦
…
條
約
易
來
天
圭
敷
の
利
猛
を
保
護
す
る
方
針
を
蹴

て
濡
國
こ
の
交
渉
に
嘲
っ
た
の
で
清
寂
條
約
は
諸
外
國
の
心
誤
ご
結
む
だ
條
約
に
比
し
天
主
敷

の
利
翁
こ
な
を
黙
は
濫
に
多
い
。
諸
外
編
の
婚
約
、
に
は
最
恵
國
條
歎
あ
り
、
清
佛
盤
面
の
利
益
に
均

帯
溶
す
べ
き
が
画
く
な
れ
ご
も
．
必
ず
し
も
然
ら
す
、
和
蘭
し
G
ε
胤
に
め
る
濁
逸
海
外
∵
傳
蓮
學
校
の
憐
学

業
生
で
有
名
な
濁
逸
の
》
護
鼠
、
・
」
共
に
露
出
に
渡
っ
て
猫
逸
の
天
網
敷
保
護
纏
の
基
．
礎
を
築
い

陀
圃
身
ハ
労
ρ
（
ご
彰
鑓
ご
云
ふ
填
地
利
の
一
宣
敷
師
が
廣
窺
の
英
領
事
か
ら
四
恩
西
の
援
給
す
る
も
の

　
　
第
一
巷
　
　

（
㎎
胤
）
　
研
究
　
支
那
に
於
け
る
口
車
敏
の
撮
護
雛
ヒ
に
繭
て
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　

潤
五



　
　
第
一
嚢
　
　
（
四
山
ハ
）
　
研
究
　
麦
那
に
於
け
ろ
天
誰
、
数
の
楳
謹
綴
に
就
て
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
照
六

ご
構
慌
の
族
券
を
得
て
、
之
に
命
索
総
督
の
謹
印
を
求
め
た
時
．
、
総
督
は
塊
濤
條
約
に
宗
敷
に
關
す

る
規
定
な
き
を
理
由
こ
し
、
若
し
感
激
師
の
資
格
を
以
て
せ
す
、
普
滋
強
地
利
人
こ
し
て
蕨
行
ず
る

な
ら
ば
諦
印
を
輿
ふ
べ
き
も
、
壌
地
利
宣
敢
茶
こ
し
て
族
宣
す
る
も
の
に
謝
し
て
は
窺
を
輿
ふ
る

能
ば
す
．
、
し
震
ひ
て
拒
絶
し
た
の
で
、
被
は
已
む
を
得
す
、
普
通
填
地
利
旋
客
こ
し
て
幽
晦
を
受
け
た

の
で
あ
る
。
清
國
官
憲
は
宗
激
に
・
讃
す
る
錨
ご
一
3
ざ
に
最
悪
國
條
欺
を
適
用
す
る
こ
ご
を
承
諾
し
な

い
、
回
、
葱
舜
鳥
旨
。
欝
も
我
を
折
て
一
八
入
二
年
（
光
緒
八
年
置
以
來
佛
．
薦
爾
の
族
券
を
暑
く
る
に
至
つ
ね

縦
禽
最
悪
國
添
方
は
譜
外
國
に
も
佛
誌
面
約
の
無
償
均
講
を
許
す
ご
し
て
も
、
総
理
術
門
の
書
信

9
3
’
形
．
式
に
な
っ
て
居
る
嗣
W
象
ゴ
§
ヴ
、
條
約
や
、
ご
9
…
ぴ
。
魯
影
の
挫
屈
に
干
て
頒
薮
さ
れ
言
上
論
、
恭
親

王
講
軍
の
中
に
言
ふ
て
め
る
佛
清
爾
醒
の
親
交
に
鑑
み
宣
敷
師
に
將
別
の
優
待
を
加
ふ
べ
し
・
謡

云
ふ
命
令
ぎ
り
生
す
る
利
潤
な
ざ
ま
で
も
灼
霊
せ
し
む
る
謬
は
無
い
。
殊
に
一
八
六
〇
年
後
の
数

年
問
に
於
て
．
佛
蘭
丙
は
世
界
の
天
主
激
掌
中
支
那
に
公
擁
を
織
し
た
る
唯
一
の
國
で
あ
っ
た
か

ら
、
天
圭
敷
の
宣
敷
師
は
國
籍
如
揮
を
問
は
す
凡
べ
て
佛
品
薄
の
族
券
を
受
け
其
保
護
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
ね
の
で
．
ベ
ル
デ
ッ
ク
が
一
入
六
六
年
（
講
治
五
年
）
毒
気
牙
が
一
八
六
入
年
ハ
瞬

治
七
年
）
伊
太
利
が
一
八
六
九
門
人
縄
治
八
年
）
填
地
利
が
一
八
七
一
奪
人
魚
治
十
」
年
）
に
餐
々
公
使
を
派

澱
す
る
こ
ご
に
7
3
ひ
っ
た
時
は
、
既
に
天
窯
敷
露
頭
麟
は
凡
べ
て
鶴
∴
糧
薦
の
保
護
聖
書
く
る
ご
云
ふ



脅
慣
は
最
早
確
定
し
ぐ
、
、
灘
差
響
軍
師
を
自
國
早
便
の
保
護
下
に
憎
く
こ
ご
は
困
難
こ
な
っ
た
の

で
あ
る
。
伊
太
利
だ
け
は
格
別
で
め
る
が
、
共
他
の
諸
説
の
雪
曇
師
は
べ
μ
デ
ッ
ク
で
も
、
藪
班
牙
で

も
舎
営
も
少
な
く
共
地
位
も
芝
蘭
藩
の
宣
敏
師
．
こ
比
較
す
る
こ
ご
が
隣
寒
な
い
ほ
ざ
劣
等
で
あ

る
か
ら
之
を
保
護
し
て
得
る
政
治
上
の
利
鞘
は
之
を
保
護
す
る
が
爲
め
に
自
ら
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
困
難
費
用
、
危
険
…
義
務
を
償
は
な
い
ご
云
ふ
考
か
ら
、
佛
琴
弾
の
爲
す
が
礁
に
任
せ
た
の
で

あ
る
、
西
班
牙
の
宣
敷
陣
の
中
に
は
佛
爾
西
の
保
．
護
を
離
れ
て
浅
國
の
保
護
下
に
立
仁
う
ご
試
み

た
も
の
も
あ
っ
て
、
．
翌
暁
牙
最
初
の
公
使
冒
琴
～
．
9
げ
は
共
希
望
に
瞳
ひ
麹
國
の
宣
里
芋
を
梯
蘭
西
・

よ
り
離
し
翔
國
保
護
下
に
賞
せ
し
め
む
、
こ
し
て
配
力
し
九
が
、
西
班
牙
の
宣
激
師
は
、
ド
㌃
二
　
カ
ン
鰍

・
會
の
も
の
で
も
。
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
會
の
も
の
で
も
．
西
班
牙
に
は
佛
蘭
西
の
襟
な
有
利
な
條
約
も

軍
艦
大
砲
の
後
援
も
な
く
，
西
班
牙
の
保
護
下
に
在
て
は
劉
鷹
佛
，
繭
醤
演
襟
の
有
方
な
保
護
を
受

け
る
こ
．
こ
が
出
摩
な
い
こ
、
こ
を
悟
り
、
再
び
翠
蓋
西
の
族
券
を
受
け
．
共
保
護
下
に
立
つ
こ
ご
に
な

っ
た
，
西
班
牙
や
べ
川
デ
ッ
ク
に
比
す
る
．
し
．
研
太
利
は
宣
卜
師
の
数
も
多
く
．
王
國
政
府
は
法
王
騰

の
甘
心
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
歴
史
上
の
關
係
が
め
も
、
静
物
敷
師
を
以
て
殖
民
政
賂
に
資
せ

む
ご
す
る
考
も
め
り
、
労
々
濁
逸
が
自
照
宣
敏
師
を
保
護
す
る
欧
賂
を
取
る
様
に
な
っ
て
か
ら
、
一

緒
に
な
っ
て
、
伊
太
利
の
宣
激
師
を
禽
國
保
護
下
に
概
か
む
ご
し
て
維
書
し
総
理
衙
門
に
交
拶
し

　
　
第
一
巻
　
　

（
四
七
）
　
研
究
　
支
那
に
於
げ
る
三
生
敏
の
保
護
椛
に
就
て
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　

四
七



　
　
第
一
懸
　
　
　
（
四
代
）
　
研
究
　
　
寛
那
に
於
け
る
天
道
数
の
触
護
纏
に
就
て
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
八

て
伊
太
利
公
使
心
事
の
族
券
を
携
帯
す
る
研
太
利
宣
無
血
は
、
佛
面
繋
の
族
舞
を
携
帯
す
る
も
の

こ
全
然
同
様
に
、
護
岸
に
内
地
に
往
鷹
懸
盤
し
、
購
標
の
保
護
、
縄
襟
の
特
権
を
受
け
る
ご
云
ふ
二
．
し

伊
太
利
の
宣
激
師
茱
の
記
名
あ
る
族
券
が
伊
太
利
以
外
の
他
國
公
使
領
事
に
依
て
登
給
さ
れ
た

聯
合
に
は
、
支
那
の
官
憲
は
決
し
て
之
に
謹
印
を
與
へ
な
い
．
こ
云
ふ
こ
、
こ
を
無
理
に
承
譜
せ
し
め

た
の
で
あ
る
。
伊
太
利
の
臼
轡
裳
＄
公
便
が
一
八
八
四
年
（
光
絡
十
年
〉
か
ら
一
八
八
八
年
目
光
緒
ナ
四

年
）
ま
で
猫
逸
の
刷
脚
「
毒
籍
公
使
ご
一
緒
に
球
心
此
蓮
動
を
試
み
た
次
第
は
O
O
乙
曲
巽
聖
衆
の
支
那
外

交
甕
、
酵
三
無
の
東
亜
三
十
三
年
輿
に
詳
し
く
書
い
て
め
る
。
三
十
も
瞬
襟
に
海
盆
客
曹
州
癒
、
窟
州

府
、
濟
寧
州
等
に
鞭
て
は
濁
逸
の
鷲
敷
師
に
限
っ
て
居
往
廊
激
す
る
を
許
し
、
莫
蕨
鐘
は
醐
藻
公
櫨

猫
り
之
を
警
給
し
、
支
那
宮
憲
は
亦
濁
憂
濁
逸
公
使
の
奮
給
す
る
族
券
に
限
っ
て
請
印
を
輿
ふ
べ

し
ご
云
ふ
要
求
を
提
識
し
、
無
理
に
承
諾
せ
し
め
π
の
で
あ
る
。
然
る
に
ニ
カ
に
穿
て
は
熊
薦
痺
の

轡
§
暴
。
公
使
も
清
佛
天
津
條
約
を
根
櫨
こ
し
で
、
佛
藤
西
は
将
家
も
引
導
い
て
彿
藤
貴
公
籔
鎮
轟

の
登
給
し
ね
天
主
野
曝
鞘
師
の
旋
券
に
重
し
て
支
那
官
憲
の
読
印
を
要
求
す
る
罐
利
が
め
る
、
宣

敷
師
の
学
籍
掘
何
は
支
那
官
憲
に
於
て
謹
印
を
拒
む
理
由
こ
な
ら
な
い
ご
云
ふ
談
鯛
を
な
し
、
総

理
衙
門
は
之
に
甥
し
、
濁
逸
、
伊
太
利
の
要
求
を
許
し
た
の
は
其
強
邉
に
依
り
巳
む
を
得
す
許
し
お

も
の
で
、
佛
蘭
茜
公
使
の
登
給
し
華
族
券
に
解
し
て
は
、
支
那
官
憲
は
過
去
樹
襟
謹
庫
を
輿
ふ
べ
く



叉
此
等
の
族
券
を
携
帯
す
る
宣
敷
師
に
号
す
る
事
件
に
撃
て
は
、
必
ず
佛
蘭
西
公
使
ご
交
渉
す
べ

し
ご
云
ふ
呪
言
を
潤
し
て
居
る
。
此
の
如
く
総
理
術
門
は
濁
逸
、
伊
太
利
に
青
し
て
は
濁
逸
、
轡
太
利

の
筆
勢
に
則
す
る
．
愚
亭
師
が
佛
蘭
西
か
ら
受
け
た
翼
翼
に
支
那
官
憲
の
謹
印
を
要
求
す
る
も
之

を
板
縄
す
べ
き
こ
ご
を
承
諾
し
．
厨
時
に
佛
蘭
西
に
聡
し
て
は
宣
野
師
の
國
籍
の
動
何
を
問
は
す

佛
蘭
画
か
ら
登
給
し
た
族
券
に
謹
印
を
請
ふ
時
は
、
支
那
密
憲
は
愚
去
睡
機
之
を
承
譜
す
べ
し
．
こ

云
ふ
約
束
を
爲
し
た
の
で
め
る
。
随
分
人
を
馬
鹿
に
し
た
遣
方
で
、
叉
後
の
事
は
後
の
事
ご
云
ふ
総

理
籍
門
外
交
の
蒔
色
を
極
端
に
螢
卑
し
た
も
の
で
め
る
。
い
つ
れ
総
理
衙
門
の
考
で
は
こ
れ
は
濁

逸
、
俳
太
利
か
ら
佛
蘭
画
に
懇
願
一
て
、
将
摩
佛
蘭
爾
の
公
使
領
事
か
．
ら
猫
逸
、
僻
太
利
の
宣
敷
師
に
雛

旅
券
を
登
給
せ
躍
事
に
し
て
貰
ふ
な
り
，
叉
は
濁
逸
．
伊
太
利
の
政
府
か
ら
各
々
韮
國
の
宣
敏
師
に

講
來
発
現
西
の
公
使
領
事
か
ら
族
券
を
受
く
る
こ
ご
を
禁
ず
る
な
り
、
何
れ
の
野
猫
逸
、
轡
太
利
の

二
野
自
ら
何
こ
か
始
末
を
つ
け
る
に
相
違
な
一
、
支
郷
こ
し
て
は
佛
蘭
瞬
に
饗
す
る
落
來
の
約
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
カ
　
　
　
グ
げ

を
麺
更
す
る
必
要
が
無
い
ご
考
へ
、
高
を
括
つ
把
も
の
で
あ
ら
う
が
、
若
し
此
時
に
羅
馬
法
王
が
支

那
在
佐
の
天
主
敷
下
敷
師
に
領
し
て
．
從
來
同
標
銀
蘭
西
の
公
使
館
よ
り
子
羊
を
受
け
、
必
要
の
塀

合
繊
蘭
西
公
使
の
保
護
を
仰
ぐ
べ
き
こ
ご
を
命
圃
じ
な
か
つ
把
な
ら
ば
．
支
那
は
濁
逸
．
伊
太
利
爾
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ド

よ
り
、
膠
州
灘
事
件
に
至
ら
ざ
る
前
に
随
分
酷
い
目
に
遇
は
さ
れ
把
か
も
知
れ
な
い
．

　
　
第
一
巻
　
　
　
（
四
九
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
主
欲
の
保
護
盤
に
鞭
て
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
四
九



　
　
第
｝
巻
　
　
　
（
五
〇
）
　
擬
　
究
　
　
支
郷
に
於
け
る
天
主
敏
の
保
謎
確
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
弗
一
號
　
　
　
煮
O

　
．
狛
ほ
嘉
島
瀕
の
天
空
激
保
護
纏
を
確
定
し
陀
重
大
な
事
件
は
、
一
八
八
六
年
ハ
光
緒
ナ
ニ
年
）
北
京

輝
安
門
内
獄
池
魚
に
在
っ
た
佛
繭
箇
耶
蘇
曾
の
宣
画
師
が
康
煕
帝
の
寵
遇
を
受
け
た
時
代
に
飼

建
さ
れ
た
奮
牝
堂
の
移
韓
問
題
が
起
つ
た
時
、
之
に
關
慶
し
て
趨
っ
た
法
王
の
公
使
を
北
京
に
設

置
す
る
ご
云
ふ
事
魯
で
あ
る
。
嘗
時
天
建
麓
關
に
奉
職
し
た
英
吉
利
入
O
§
口
が
支
那
政
府
の
依
頼

を
受
け
て
羅
馬
に
至
り
、
英
吉
利
、
猫
逸
，
欝
太
利
、
べ
川
デ
ッ
ク
の
諸
麟
ほ
支
那
を
媛
け
．
猫
逸
の
野
§
無

公
使
の
動
き
、
最
も
露
骨
に
此
面
嚢
を
溶
け
元
の
で
あ
る
が
、
若
し
法
王
の
公
使
に
し
て
癩
寡
に
設

け
ら
る
、
に
至
ら
む
か
、
謡
言
西
は
彿
臨
、
画
以
外
の
諸
國
画
論
師
に
封
ず
る
蕎
蟻
の
保
護
灌
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縫

朝
に
失
な
は
ざ
る
べ
か
ら
す
、
重
大
な
事
魯
で
め
る
か
ら
法
王
巌
駐
在
の
繍
高
富
大
使
轡
ρ
滞
冨
奪

響
ぢ
ぎ
は
法
王
騰
の
露
霜
た
る
6
琴
謬
巳
拶
護
モ
。
一
夢
に
饗
し
て
百
方
警
告
し
、
一
箆
包
茎
を
中
止
せ

し
む
る
を
得
た
の
で
め
る
。
元
慶
伊
太
利
王
國
は
國
民
主
義
に
依
て
純
一
し
，
法
．
王
の
領
士
天
主
敏

會
の
難
産
を
奪
て
出
．
羅
た
幽
で
、
法
王
か
ら
見
れ
ば
不
届
戴
天
の
敵
で
め
る
。
此
黙
だ
け
で
も
法
王

は
伊
太
利
及
び
史
論
盟
麟
π
胤
濁
逸
の
施
す
所
に
從
ふ
こ
ご
を
野
ま
な
い
の
で
あ
る
。
編
し
て
之

が
鴬
め
に
古
墨
天
主
激
語
の
長
女
、
し
古
せ
ら
る
〉
佛
虚
心
の
鏡
心
を
害
す
る
時
は
法
王
の
理
想

た
る
政
敷
の
分
離
ご
云
ふ
・
こ
ご
ば
世
墨
の
大
勢
で
あ
る
今
縫
か
ら
見
れ
ば
殆
ご
室
懇
で
め
る
が

激
禽
臨
家
の
回
復
は
諺
に
之
を
望
む
こ
ご
能
は
ざ
る
に
至
る
べ
し
。
法
王
鳳
之
を
恐
れ
．
一
八
八



年
津
ぎ
ぎ
の
誌
を
、
容
れ
、
》
。
・
鴛
養
§
§
同
。
§
〔
無
。
ご
序
す
る
敢
書
を
一
般
天
主
敷
塵
藻
輝
に
薮
し

聴
に
支
那
在
往
の
宣
敷
演
に
佛
面
繋
の
煙
霧
を
求
め
懲
．
繭
海
の
保
護
を
受
く
べ
き
こ
、
し
を
禽
す

る
に
至
っ
た
。

　
此
の
如
く
二
郷
に
於
け
る
佛
爾
西
の
保
護
灌
は
、
支
那
こ
の
條
約
、
清
國
皇
帝
の
上
間
．
総
理
獅
門

の
照
禽
覆
讐
、
法
王
の
激
書
の
楼
7
3
ひ
種
々
論
難
し
た
淵
源
か
ら
成
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
君
し
佛
回

暦
に
し
て
蘇
陽
之
を
實
行
す
べ
き
カ
な
き
か
若
く
は
之
を
並
行
す
べ
き
裟
務
を
怠
る
爵
．
は
、
紙
上

の
灌
利
は
如
何
に
明
瞭
な
る
も
．
佛
繭
薄
は
島
ら
傳
來
の
擢
利
を
勉
棄
す
る
も
の
で
あ
る
、
こ
の
口

熱
は
何
時
で
も
立
つ
が
故
に
、
餐
霞
が
共
心
の
宣
敷
師
を
奨
國
で
保
護
す
．
る
ご
云
ふ
蓮
動
は
羅
馬

に
於
て
戒
賀
す
る
こ
ご
疑
な
く
、
法
王
は
濁
逸
の
〉
護
臼
に
漏
し
て
濁
逸
の
保
護
を
受
け
る
も
、
佛
，

繭
衝
の
保
護
を
受
け
る
も
秘
随
意
た
る
べ
し
ご
云
ふ
楼
な
話
を
し
穴
の
で
嵜
磐
舞
公
使
の
悪
辣
な

蓮
動
は
効
を
奏
し
、
一
八
九
三
年
（
光
繕
十
七
年
）
に
至
り
、
〉
二
三
の
管
理
に
労
す
る
南
由
束
は
途
に

濁
逸
の
．
保
護
下
に
立
つ
こ
ご
、
な
つ
π
の
で
あ
る
　
（
拶
2
0
嘗
蔓
ご
轡
齢
二
一
誉
鮮
紅
頓
、
○
琴
お
墾
照
）
．
こ

れ
は
繰
菌
蕾
の
熟
知
し
て
居
る
駈
で
あ
る
か
ら
、
憾
・
に
保
護
の
義
務
を
怠
ら
な
い
、
他
園
の
宣
敷
師

に
欝
し
て
も
．
誤
嚥
隅
の
宣
敷
師
ご
属
一
の
待
遇
保
護
を
輿
ふ
る
こ
、
し
を
忘
れ
な
か
つ
忙
の
で
あ
る

（
∩
霞
島
O
さ
M
鳶
霧
鼠
三
段
O
切
匿
O
ず
ぼ
9
読
二
〇
鮮
9
躍
同
O
璽
、
O
O
圃
霧
℃
鐵
雛
舞
8
票
O
O
O
箆
O
簿
〔
瓢
O
・
。
墾
照
二
雪
八
九
八
年
ハ
光

　
　
第
一
欝
　
　
　
（
五
一
）
　
研
　
究
　
　
宣
那
に
於
け
る
天
誰
．
欲
の
糊
塗
裡
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
一



　
　
第
一
巻
　
　
　
（
澱
二
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
主
敬
の
保
護
轍
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
鑓
一
號
　
　
　
五
二

緒
二
十
媛
年
）
法
王
は
淘
6
凶
彰
雛
大
嵐
敢
6
母
〔
藪
鳳
H
麟
お
意
｝
算
舜
に
輿
へ
た
る
返
翰
に
於
て
佛
蘭
颪
の

東
方
（
○
暁
ご
帰
叶
）
に
於
け
る
天
主
敷
宣
敷
師
の
保
護
継
は
概
理
の
雪
雲
西
に
輿
へ
た
る
襟
利
で
．
撒
百

年
來
の
慣
例
に
於
て
も
．
國
際
條
約
の
明
文
に
於
て
も
、
叉
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
フ
イ
デ
榔
の
布
告
に
於

て
，
も
均
し
く
認
め
ら
る
》
所
で
適
る
。
法
王
は
毫
も
佛
翠
霞
が
代
々
相
綾
傳
承
し
て
之
を
維
持
す

る
が
約
め
に
最
善
の
努
力
を
な
し
つ
》
あ
る
光
榮
あ
な
歴
輿
的
遺
産
を
奪
は
む
ご
す
る
意
な
き

を
縷
述
し
て
居
る
。
一
方
清
國
に
撃
て
は
鯉
一
八
九
九
年
（
光
緒
二
十
五
年
）
辺
。
℃
げ
O
p
家
魯
。
一
μ
公
使
が

北
京
の
詞
〆
，
幽
O
〔
魯
α
ぞ
O
脇
費
三
〇
関
〔
ジ
、
圃
自
、
こ
共
に
清
國
政
府
に
要
求
し
た
結
果
、
天
主
激
を
公
認
し
、
其
覇

彦
に
於
け
る
主
激
（
公
、
暴
露
副
）
…
吾
毛
）
に
濾
國
の
鋼
度
に
於
け
る
総
督
巡
警
、
癖
韓
司
鐸
（
／
N
凶
具
ぎ
ぞ
髪
、

甑
適
ハ
笥
の
）
大
司
鐸
（
》
呪
○
ξ
『
諏
8
）
に
布
政
使
、
按
察
使
、
溢
塵
、
司
鐸
（
丁
・
o
賞
，
o
）
以
下
に
詠
出
．
愛
知
、
知
識
知
州
等

の
各
官
に
準
要
る
待
遇
を
輿
へ
、
普
麺
な
民
敷
交
渉
事
魯
ハ
人
民
信
徒
間
の
避
寒
）
に
就
て
は
そ
れ
ぞ

れ
翻
當
な
清
國
官
憲
に
會
見
商
議
を
求
め
重
要
な
民
敷
交
渉
事
魯
に
就
て
は
、
法
王
が
天
主
敷
の

保
護
を
專
託
す
む
某
國
公
使
領
事
を
経
て
総
理
驚
喜
或
は
地
方
官
憲
、
＼
」
商
議
す
る
こ
ご
を
得
し

め
．
溝
國
官
憲
は
此
蕩
合
に
耳
蝉
の
濃
を
以
て
癒
接
し
、
迅
蓬
に
叉
成
る
べ
く
季
和
し
事
の
落
麿
を

瀬
る
べ
し
ご
云
ふ
働
蟻
が
螢
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
法
王
が
天
圭
敷
の
保
護
を
専
託
す
る
某
國
ご

は
佛
爾
西
を
指
す
こ
ご
朋
か
に
し
て
、
之
を
明
言
せ
ざ
る
は
特
に
法
王
の
名
を
擬
り
て
豫
ね
て
佛



蘭
西
の
保
護
樺
を
悦
ば
ざ
る
誰
國
を
し
て
抗
議
の
僻
無
か
ら
し
む
る
爲
め
の
用
意
に
田
で
た
も

の
で
あ
る
。
清
澄
政
府
が
此
の
如
き
譲
輿
を
敢
て
し
把
の
は
、
佛
蘭
西
の
公
使
及
び
宣
敷
二
等
の
言

を
信
じ
、
今
に
裁
て
佛
蘭
西
の
保
護
樺
を
確
定
す
る
に
撮
れ
ば
、
両
州
灘
事
件
の
績
面
す
る
危
瞼
が

あ
る
ご
考
へ
だ
爲
め
で
あ
る
こ
の
事
で
あ
る
。
一
七
四
二
年
（
乾
隆
七
年
）
法
王
べ
子
ヂ
ク
ー
－
第
十
四

世
が
エ
ッ
ク
ぞ
ク
オ
・
シ
ン
グ
ラ
リ
ご
織
す
る
血
書
を
聚
し
て
、
支
那
の
毛
先
崇
笄
、
孔
子
舞
禮
の
儀

式
、
祭
天
の
禮
、
を
否
認
し
、
基
督
敷
の
紳
を
論
説
す
る
に
、
天
主
以
外
の
欝
欝
を
以
て
す
る
こ
．
し
を
禁

じ
花
る
後
．
濡
國
各
地
に
絶
ね
な
か
っ
た
民
敷
交
渉
の
案
は
此
上
論
霧
島
多
く
は
共
地
方
に
於
て

二
七
の
二
二
ご
主
権
、
搬
叢
雲
蝿
等
の
常
敷
師
こ
の
商
議
に
依
て
落
着
す
る
こ
ご
》
な
6
、
佛
繭
西
∵

公
使
領
事
の
手
を
煩
は
さ
な
い
標
に
な
つ
陀
の
で
あ
る
。
然
し
佛
蘭
画
の
保
護
纏
は
消
滅
し
π
謬

で
は
な
い
。
成
軽
之
が
爲
め
に
大
概
の
敷
面
は
℃
ρ
包
切
。
色
（
巨
。
穿
9
0
0
8
吋
彗
伽
8
μ
三
。
・
。
。
す
読
0
9
夢
。
薮
戸
δ
勾
。

9
9
早
打
）
の
説
の
如
く
佛
蘭
西
の
保
護
権
が
直
接
に
効
力
を
見
は
さ
ぬ
前
に
、
地
方
に
於
て
落
蕎

す
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
清
國
の
膿
漏
が
主
敷
司
鐸
な
ご
の
背
後
に
佛
蘭
西
の
保
護
樺
あ
る
こ

ご
を
豫
慰
す
る
が
警
め
で
あ
る
か
ら
、
此
上
論
に
佛
鷹
画
の
最
後
の
灌
利
を
朗
記
し
て
あ
る
の
は

却
て
佛
蘭
頭
の
保
護
樺
を
確
定
し
た
も
の
こ
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
然
し
佛
蘭
西
の
保
護
樺
は
濁
逸
の
山
東
に
於
け
る
保
護
擢
の
膠
聖
訓
占
領
の
原
因
こ
な
つ
把

　
　
第
一
巻
　
　
　
（
五
三
）
　
　
研
　
究
　
　
支
那
に
於
け
る
天
世
数
の
保
護
織
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
第
嚇
號
　
　
　
胤
三



　
　
第
一
｛
蟹
　
　
（
五
四
▽
　
覇
寵
　

支
郡
に
於
け
る
諦
天
童
、
数
の
糧
謹
礒
に
餓
／
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　

近
閣

膿
に
佛
欝
欝
の
利
廻
．
鵡
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
莫
巾
に
猫
逸
の
膠
州
淋
∵
薦
額
に
激
縢
さ
れ

て
．
上
借
撃
匪
の
欝
外
蓮
動
が
趨
り
、
懸
灘
北
溝
戦
役
の
結
果
凋
國
聯
合
軍
の
艦
京
占
額
、
こ
な
り
．
溝

國
政
府
は
一
九
〇
〇
年
ハ
光
緒
二
十
六
年
と
九
〇
一
年
（
光
緒
二
十
七
年
）
に
於
て
排
外
を
翻
約
こ
す

る
鵬
騰
の
結
合
を
禁
じ
．
外
醐
入
を
嚢
害
虐
待
し
π
る
も
の
を
巌
罰
し
、
外
麟
入
の
殺
害
震
待
さ
れ

た
各
署
銭
の
交
響
各
等
の
考
試
を
停
止
し
、
各
省
督
撫
交
武
大
事
に
雲
霞
入
を
保
護
し
て
之
に
危

野
卑
は
・
條
鞘
管
鵜
の
行
爲
を
擁
ふ
る
老
の
翰
墨
を
命
じ
．
之
を
寛
椴
紡
長
ず
る
官
吏
を
奨
叙
せ
ざ

る
は
勿
論
．
永
遠
叙
罵
せ
ざ
る
こ
ご
を
宣
明
し
た
上
智
を
固
し
、
又
一
九
〇
＝
年
野
饗
光
絡
二
＋
七

年
）
七
鷲
聯
倉
興
野
に
封
ず
る
北
京
公
約
第
十
擦
に
於
て
難
の
ゑ
諭
を
二
年
調
各
府
、
懸
、
弼
騒
に
頒

雪
垣
告
す
る
こ
ご
を
約
す
る
に
梱
っ
た
。
最
近
支
郷
に
隔
て
民
敷
交
渉
の
婁
が
頓
．
に
命
ζ
1
3
く
な
っ

た
の
は
、
一
は
一
八
九
九
年
の
あ
論
の
結
渠
に
聾
る
も
、
莫
重
も
な
る
原
因
は
聯
含
鋼
國
の
兵
力
の

強
勢
ご
其
結
果
磯
せ
ら
れ
π
土
論
及
び
凋
國
に
封
ず
る
公
約
で
あ
る
ご
認
め
ら
れ
る
か
ら
．
佛
薦

蒲
の
保
護
灌
は
溜
滅
し
髭
で
な
い
に
し
て
も
、
非
常
に
○
冨
○
ζ
○
に
な
っ
た
の
は
、
濁
逸
の
南
幽
東
保

護
樺
獲
得
に
引
績
い
陀
膠
…
州
潜
占
領
の
結
果
．
こ
云
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
（
本
篇
は
大
正
三
年
冒
十

一
月
二
郷
學
會
大
會
に
於
け
る
講
演
に
多
少
の
補
訂
を
加
へ
し
も
の
で
み
る
）


